（様式８）
事業実施計画
	　　「令和８年度～１０年度京都市ひきこもり相談窓口運営事業及び京都市よりそい支援員設置事業業務委託に係る仕様書」に記載されている以下①～④の業務内容について、手法や進め方、受託可能な範囲等を具体的に提案してください。

	1 相談窓口運営業務
（１）ひきこもり者等に対する相談対応及び初期のアセスメント（本人及び家族へのかかわり方、頻度、引継ぎまでに実施するアセスメントのイメージ、医療機関等との連携等）

　　　
（２）ひきこもり支援に係る情報（窓口に係るものを含む。）の周知広報及び普及啓発（周知の手法、周知先のイメージ、講演会のテーマ等）

　　　



	（３）ひきこもり者等の相談情報及び支援状況の集約、及び報告（情報収集の手法、統計項目及び事例集のイメージ等）
　　　
（４）保健福祉センター等関係機関への引継ぎ（具体的な支援に移行できるかどうか組織的に判断する
基準及び体制等）
　　　
（５）各区役所・支所が主催する支援調整会議への出席（会議出席時の体制等）
2 よりそい支援員設置事業
（１）アウトリーチ型支援の実施
（２）保健福祉センター等の関係機関、地域福祉組織との連携による継続的な伴走型支援
（３）保健福祉センター等関係機関との情報共有等
　　　　
（４）各区役所・支所が主催する支援調整会議への出席（会議出席時の体制等）

（５）効果的な支援のための地域への働きかけ（社会参加支援）
（６）研修会等への講師派遣等による普及啓発（関係法令や施策に係る研修等を含む。）
3 支援状況の検証および共有媒体の作成（統計項目及び事例集やマニュアルのイメージ等）
4 問合せ等対応（苦情処理に係る体制（例：責任者、第三者機関の設置）等





